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平成２４年度千葉県特定最低賃金の改正決定について 

～７業種についてそれぞれ６円から８円の引上げが答申されました～ 
 
１ わが国の最低賃金制度は、昭和３４年発足以来、社会情勢の変化に即しつつ推

進が図られ、千葉県においても千葉県最低賃金（時間額７５６円〈平成２４年 
 １０月１日発効済〉）とは別に７業種の産業について特定最低賃金が定められて

おります。 
  本年度も千葉地方最低賃金審議会（会長 赤田 靖英）において審議が行われ、

同審議会は千葉労働局長に対し７業種の特定最低賃金について改正を要するとの

答申を行いました。その後、順次特定最低賃金額についての審議を重ね、１０月 
 ２４日の「千葉県調味料製造業」「千葉県はん用機械器具、生産用機械器具製造

業」「千葉県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製

造業」及び「千葉県自動車（新車）小売業」を最後に、７業種すべての特定最低

賃金額改正が答申されました。 
  今後、この答申内容について、異議申出などの諸手続きを経た後、本年１２月

２５日から金額が改正される予定です（別添「千葉県特定最低賃金改正決定につ

いて」参照）。 
 
２ 千葉労働局では「必ずチェック最低賃金！使用者も、労働者も」をキャッチフ

レーズとして、千葉県最低賃金額及び特定最低賃金額の周知徹底を図るため、ポ

スターの掲示、リーフレットの配布、各種会合を通じての広報など、県内の事業

主及び県内で働く労働者への周知・広報活動を行い、これと並行して最低賃金の

履行確保を目的とした指導を展開することとしています。 
 

３ 改正のポイント 
①   千葉県特定最低賃金額がそれぞれ６円から８円引き上げられること。 
② 改正される７業種の特定最低賃金の発効日は平成２４年１２月２５日とな
る予定であること。 



 

千葉県特定最低賃金改正決定について 
千 葉 労 働 局 

下記産業の事業場で働く労働者に適用される７業種の特定最低賃金が下記のとおりとな

ります。 

支払賃金を最低賃金と比較する場合、賃金から精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間

外勤務手当、休日出勤手当、深夜勤務手当、賞与及び臨時の賃金は除外します。 

業     種 改正額（時間額） 発 効 予 定 日 改正前（時間額） 引上げ額 

 

特

定

最

低

賃

金 

調味料製造業  ８１７円 平成 2４年 12月 25日 ８１０円 ７円 

鉄鋼業 ８５７円 平成 2４年 12月 25日 ８５０円 ７円 

はん用機械器具、生

産用機械器具製造業 ８３３円 平成 2４年 12月 25日 ８２７円 ６円 

電子部品・デバイ
ス・電子回路、電気
機械器具、情報通信
機械器具製造業  

８３６円 平成 2４年 12月 25日 ８２９円 7円 

計量器・測定器・分析機器・

試験機・測量機械器具・理化

学機械器具製造業、医療用機

械器具・医療用品製造業、光

学機械器具・レンズ製造業、

時計・同部分品製造業、眼鏡

製造業 

８１９円 平成 24年 12月 25日 ８１２円 ７円 

各 種 商 品  

小売業 

 

７９５円 

 

平成 24年 12月 25日 ７８８円 ７円 

自動車（新車）

小売業 
８２７円 平成 2４年 12月 25日 ８１９円 ８円 

 

 

（参考） 

千葉県最低賃金 

改正額（時間額） 発 効 日 改正前（時間額） 引上げ額 

 

７５６円 

 

 

平成 2４年 10月１日 

 

 ７４８円 

 

  ８円 

 


